
 

第１ 令和３年度予算概算要求の基本方針 

（基本的な考え方） 
○ いま、日本は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う社会経済や国民生活等への
甚大な影響、そして、令和２年７月豪雨など、連年発生する大規模自然災害の深刻な
被害に直面している。国民目線に立って、「縦割り」を超えた関係省庁の力強い連携の
もと、感染症や自然災害等から国民の命と暮らしを守り抜き、未曾有の危機を克服し、
コロナによる生活様式の変化に対応した「新たな日常」を実現することこそ、国の責
務であり、次の３点を柱に概算要求に取り組む。 

○ 第一に、気候変動の影響により激甚化・頻発化する水災害や切迫する地震災害等に
屈しない、強靱な国土づくりが欠かせない。３か年緊急対策後も中長期的な視点に立
った計画的な取組を行い、総力を挙げて防災・減災、国土強靱化やインフラ老朽化対
策、サプライチェーン等を強化する交通ネットワーク整備等の更なる加速化・深化を
図り、防災・減災が主流となる安全・安心な社会の構築を進める。同時に、東日本大
震災や大規模自然災害からの着実な復旧・復興を図るとともに、コロナの影響等で危
機に瀕する地域公共交通の確保・維持や、領海警備等にも万全を期す。 

○ 第二に、感染症の拡大防止と社会経済活動の早期回復の両立を図るとともに、ウィ
ズ・コロナにおける持続的な経済成長の実現に向け、生産性の向上や国際競争力の強
化、リスクに強い社会経済構造の構築を図ることが重要である。地域経済を支える観
光の継続的支援による「新たな旅のスタイル」の普及・定着や落ち込んだ民間投資の
喚起に取り組むとともに、我が国産業の競争力強化等に資する社会資本の重点整備や
インフラ・物流分野等のデジタルトランスフォーメーション、我が国の技術力・人材
育成を活かしたインフラ輸出などを積極的に進め、経済の好循環を作り上げていく。 

○ 第三に、コロナを機とする住まい方や働き方の変化等を踏まえ、東京一極集中型か
ら多核連携型の国づくりに転換し、地方の魅力を活かし、豊かで暮らしやすい地域づ
くりを行う必要がある。全ての人に優しいバリアフリー社会の形成、二拠点居住やワ
ーケーションなど住生活環境の充実、スマートシティ・次世代モビリティやグリーン
インフラの導入、コンパクトで歩いて暮らせるゆとりとにぎわいあるまちづくり等を
進め、地域の活性化を図る。 

○ 以上のような認識のもと、令和３年度予算については、「国民の安全・安心の確保」、
「持続的な経済成長の実現」、「豊かで暮らしやすい地域の形成と多核連携型の国づく
り」に重点を置いて、メリハリを付けながら要求を行うとともに、防災・減災、国土
強靱化等の強力な推進や新型コロナウイルス感染症への対応などの緊要な経費につ
いて、所要の要望を行う。 

（公共事業の適確な推進） 
○ 社会資本の整備は、未来への投資であり、質の高い社会資本ストックを将来世代に
確実に引き継いでいく必要がある。既存施設の計画的な維持管理・更新とともに、将
来の成長の基盤となり、安全・安心で豊かな国民生活の実現に資する波及効果の大き
なプロジェクト等を戦略的かつ計画的に展開していくことが必要であり、中長期的な
見通しの下、必要かつ十分な公共事業予算の安定的・持続的な確保を図る。 
また、公共事業を効率的かつ円滑に実施し、引き続き順調な執行を確保するため、

新・担い手３法も踏まえ、施工時期等の平準化や適正価格での契約、地域企業の活用
に配慮した適正な規模での発注等を推進する。同時に、非接触・リモート型の新技術
の導入やi-Constructionの推進、建設キャリアアップシステムの普及、週休２日の実
現、外国人技能労働者の受入・育成など、生産性向上や働き方改革等に取り組む。 
加えて、災害等に備え、防災体制等の拡充・強化を図る。 


